
 

宇城の地のもんでワイン・リキュール特区 

 

 

都道府県名： 熊本県  

申請主体名： 宇城市 

区域の範囲： 宇城市の全域 

特区の概要： 宇城市は県下有数の農業地帯であり、誕生の地として有名

な不知火（デコポン）をはじめ、ブドウ・ミカン・イチジク

等の果実生産が盛んである。しかし、生果での取引には規格

外として廃棄等される果実が多くあり、６次産業化による特

産品開発は急務の課題である。 

本計画による特区認定を受け、廃棄されていた果実を活用

するなどしたワイン・リキュールを開発することで、新たな

商品開発と雇用の確保につなげるとともに、地域資源のブラ

ンドイメージの確立を図る。また、農家民宿や農園レストラ

ン等と連携した体験型観光などを促進し、交流人口の拡大と

物産振興による地域経済の活性化を推進する。 

適用される規制

の特例措置： 

特定農業者による特定酒類の製造事業 

特産酒類の製造事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぶどうの生産風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちじくの生産風景 


